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鶴ヶ島市 交通安全情報 

自転車乗車時のヘルメット着用  
 

  

ヘルメットの購入をご検討の方・・自転車用ヘルメット購入費補助金をご利用ください。 

対  象 市内在住の方 

対象商品 
① 市内の販売協力店の店頭で購入 

② SGマーク等の安全基準を満たす 

申請期限 購入から３か月以内 

そ の 他 補助を受けるには申請が必要 

 

詳細はこちら 

ヘルメット購入費補助 

（上限２，０００円） 

令和 5年 4月 1日から、自転車乗車時のヘルメット着用が全 

ての年代で努力義務化されました。統計によると、自転車事故 

で死亡した人の約７割が頭部に致命傷を負っています。命を守 

るためにヘルメットを着用しましょう。 
 

夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶 

ドライバーは 
●夕暮れ時の早めのライト

点灯をしましょう 

●思いやり運転を心がけま

しょう 

自転車は 
●早めのライト点灯をしま

しょう 

●自転車に反射材を設置し

ましょう 

歩行者は 
●反射材を着用し、明るく

目立ちやすい服装にしまし

ょう 

令和６年１１月 自転車に関する「道路交通法改正」

１ 「ながらスマホ」禁止、罰則強化 

（違反者６か月以下の懲役又は 10万円以下の罰金等） 

２ 「酒気帯び運転」禁止、提供者・同乗者にも罰則整備 

  （違反者・自転車提供者３年以下の懲役又は 50万円以下の罰金等） 

３ 原動機付自転車等の「運転」明確化（モペットも原動機付自転車等に） 

４ 自転車運転者講習対象に「酒気帯び運転」「携帯電話使用等」追加 

  （16類型の危険行為で取り締まりを受けた者は、命令書交付後３か月以内に受講） 

 

 


